
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  カメラマンに対する報酬の源泉               

Ｑ：カメラマンに支払う報酬からは源泉徴

収が必要ですか？                                     

                                              

Ａ：必要な場合と必要でない場合がありま

す。 

【解説】 

源泉徴収については、所得税法で、居住者

に対し国内において特定の報酬若しくは料金、

契約金又は賞金の支払をする者は、その支払

の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞

金ついて所得税を徴収し、その徴収の日の属

する月の翌月10日までに、それを国に納付し

なければならないとしており、政令において

具体的に、テープ若しくはワイヤーの吹込み、

脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装て

い、速記、版下若しくは雑誌、広告その他の

印刷物に掲載するための写真の報酬は源泉徴

収が必要としています。 

したがって、カメラマンに対する報酬につ

いては、雑誌、広告その他の印刷物に掲載す

るための写真の報酬は源泉徴収が必要となり、

それ以外の報酬については源泉徴収しなくて

よいということになります。 

例を挙げれば、宣伝用のポスターやジャケ

ット用の写真撮影にかかるカメラマンの報酬

は、源泉徴収が必要で、結婚式の写真撮影に

かかるカメラマンの報酬は源泉徴収が不要と

いうこととなります。 
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